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博
士(

文
学)

学
位
請
求
論
文
内
容
及
び
審
査
の
要
旨

齋
藤
平
氏
の
学
位
請
求
論
文
は
、
題
目
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
地
震
津
波
記
念
碑
に
つ
い
て
、
社
会
言
語
学
的
に
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

序
論
、
第
一
章
～
第
八
章
、
結
論
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

本
論
文
の
目
次
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

＊

序
論

第
一
章

昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
の
発
生
と
人
的
被
害
に
つ
い
て

第
二
章

昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
の
形
式
に
つ
い
て

第
一
節

慰
霊
を
目
的
と
す
る
地
震
津
波
記
念
碑

第
二
節

教
訓
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
地
震
津
波
記
念
碑

第
三
節

震
災
復
興
を
祈
念
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
地
震
津
波
記
念
碑

第
四
節

昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
標
語
の
言
語
表
現

第
五
節

ま
と
め

第
三
章

昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
の
設
置
経
緯

第
一
節

『
岩
手
県
昭
和
震
災
誌
』
に
見
る
設
置
の
経
緯

第
二
節

『
宮
城
県
昭
和
震
嘯
誌
』
に
見
る
設
置
の
経
緯

第
三
節

ま
と
め

第
四
章

昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
へ
の
今
村
明
恒
の
関
与

第
一
節

昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
被
災
者
へ
の
義
援
金
に
つ
い
て

1
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第
二
節

今
村
明
恒
の
提
言

第
三
節

ま
と
め

第
五
章

地
震
津
波
記
念
碑
の
設
置
位
置
の
認
識
と
碑
文
内
容
の
理
解
度

第
一
節

地
震
津
波
記
念
碑
の
設
置
位
置
の
認
識

第
二
節

碑
文
内
容
の
理
解
度

第
三
節

ま
と
め

第
六
章

昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
の
石
材
と
そ
の
分
布

第
一
節

石
材
に
つ
い
て

第
二
節

昭
和
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
の
井
内
石

第
三
節

石
材
業
者
の
伝
承

第
四
節

井
内
石
の
分
布
と
記
念
碑
類
型

第
五
節

ま
と
め

第
七
章

津
波
の
方
言
に
関
す
る
考
察

第
一
節

ヨ
タ
の
辞
書
的
記
述

第
二
節

現
代
に
お
け
る
ヨ
タ
の
分
布

第
三
節

三
陸
地
方
に
お
け
る
ヨ
ダ

第
四
節

ツ
ナ
ミ
の
全
国
分
布

第
五
節

ま
と
め

第
八
章

全
国
の
地
震
津
波
記
念
碑

第
一
節

宮
崎
県
外
所
地
震
供
養
碑
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第
二
節

宿
毛
市
は
い
た
か
（

）
神
社
の
地
震
津
波
記
念
碑

覃鳥

第
三
節

高
知
県
黒
潮
町
加
茂
神
社
の
地
震
津
波
記
念
碑

第
四
節

須
崎
市
野
見
漁
港
の
地
震
津
波
記
念
碑

第
五
節

ま
と
め

結
論

原
著
論
文
と
の
関
係

＊

本
論
文
は
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
を
中
心
に
そ
の
伝
承
に
お
け
る
機
能
に
つ
い
て
、
社
会
言
語
学
的
方
法
に
よ
り
考
察
を
進
め
た
も

の
で
あ
る
。
特
に
伝
承
に
お
い
て
、
文
字
言
語
と
共
に
音
声
言
語
の
機
能
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。
以
下
、
本
論
文
の
構
成
に
従
っ
て
、
そ
の
内
容

を
概
説
す
る
。

序
論
で
は
、
卯
花
政
孝
、
首
藤
伸
夫
、
北
原
糸
子
ら
の
研
究
に
触
れ
、
自
身
の
立
場
を
明
確
に
す
る
。
即
ち
社
会
言
語
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試

み
た
も
の
と
す
る
。
社
会
言
語
学
に
は
、
方
法
論
、
言
語
変
種
、
言
語
行
動
、
言
語
生
活
、
言
語
接
触
、
言
語
変
化
、
言
語
意
識
、
言
語
習
得
、
言

語
計
画
の
九
つ
の
分
野
が
あ
る
と
し
、
第
二
章
・
第
三
章
・
第
六
章
…
…
言
語
生
活
、
第
四
章
…
…
言
語
行
動
、
第
五
章
…
…
言
語
意
識
、
第
七
章

…
…
言
語
変
種
・
言
語
変
化
・
言
語
習
得
、
第
八
章
…
…
言
語
行
動
・
言
語
接
触
に
関
わ
る
と
す
る
。

第
一
章
は
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
の
発
生
と
人
的
被
害
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
。
『
岩
手
県
昭
和
震
災
誌
』
及
び
『
宮
城
県
昭
和
震
嘯
誌
』

を
根
拠
資
料
と
し
て
、
被
害
状
況
を
確
認
す
る
。
こ
れ
ら
の
二
著
が
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
す

る
。第

二
章
は
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
の
形
式
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
。
慰
霊
を
目
的
と
す
る
も
の
（
第
一
節
）
、
教
訓
を
伝
え
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
（
第
二
節
）
、
震
災
復
興
を
祈
念
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
（
第
三
節
）
に
分
け
て
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
記
念
碑
標
語
の

言
語
表
現
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
を
述
べ
る
（
第
四
節
）
。
周
期
的
に
地
震
津
波
が
襲
来
す
る
三
陸
沿
岸
で
は
、
文
字
に
よ
っ
て
地
震
津
波
か
ら
一
早
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く
逃
げ
る
重
要
性
を
訴
求
す
る
手
段
を
見
出
し
た
と
す
る
。
そ
の
手
段
は
石
材
を
用
い
、
そ
こ
に
文
字
言
語
に
よ
る
教
訓
を
刻
み
、
屋
外
で
誰
も
が

読
む
こ
と
が
で
き
る
方
法
だ
と
す
る
（
第
五
節
）
。

第
三
章
は
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
の
設
置
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
。
『
岩
手
県
昭
和
震
災
誌
』
及
び
『
宮
城
県
昭
和
震
嘯
誌
』

を
資
料
と
し
て
、
岩
手
県
と
宮
城
県
か
ら
被
災
地
に
対
し
て
記
念
碑
設
置
の
通
達
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
見
る
（
第
一
節
・
第
二

節
）
。
文
字
言
語
と
し
て
素
早
い
高
台
避
難
を
求
め
る
一
方
で
、
記
念
碑
設
置
場
所
が
地
震
津
波
到
達
点
で
あ
る
と
い
う
情
報
は
、
碑
文
に
お
い
て

文
字
化
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
の
情
報
は
、
岩
手
県
の
場
合
は
通
達
文
書
の
中
で
、
宮
城
県
の
場
合
は
、
文
書
で
の
明
確
な
説
明
は
な
く
「
最

も
適
当
で
あ
る
と
認
る
場
所
」
と
し
て
地
震
津
波
到
達
点
が
そ
の
場
所
で
あ
る
こ
と
を
音
声
言
語
で
伝
達
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
す
る
（
第
三

節
）
。

第
四
章
は
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
へ
の
今
村
明
恒
の
関
与
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
。
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
被
災
者
へ
の
義
援
金

に
つ
い
て
述
べ
（
第
一
節
）
、
地
震
津
波
記
念
碑
へ
の
今
村
明
恒
の
提
言
に
つ
い
て
論
じ
る
（
第
二
節
）
。
文
字
言
語
に
よ
る
伝
承
こ
そ
が
、
地
震

津
波
防
災
に
と
っ
て
最
適
の
方
法
で
あ
り
、
そ
の
手
段
を
用
い
る
こ
と
を
今
村
が
選
択
し
た
こ
と
を
述
べ
る
（
第
三
節
）
。

第
五
章
は
、
地
震
津
波
記
念
碑
の
設
置
位
置
の
認
識
と
碑
文
内
容
の
理
解
度
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
。
地
震
津
波
記
念
碑
の
設
置
場
所
に
つ
い
て

今
村
明
恒
が
意
図
し
た
よ
う
に
水
準
線
上
（
地
震
津
波
到
達
点
）
に
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
現
在
の
人
々
が
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
臨
地
面

接
調
査
に
よ
る
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
を
示
し
た
。
明
ら
か
に
七
十
代
以
上
と
六
十
代
以
下
で
は
伝
承
の
有
無
が
は
っ
き
り
と
隔
た
り
が
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
（
第
一
節
）
。
碑
文
内
容
の
理
解
度
に
つ
い
て
も
、
話
者
へ
の
聞
き
取
り
で
は
岩
手
県
・
宮
城
県
と
も
に
七
十
歳
以
上
で
な
け
れ

ば
そ
の
意
味
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
な
ど
を
指
摘
す
る
（
第
二
節
）
。
六
十
代
以
下
は
、
文
字
言
語
に
よ
る
情
報
し
か
認
識
さ
れ
ず
、

七
十
代
以
上
は
、
実
際
の
被
災
世
代
で
あ
っ
た
り
、
被
災
世
代
か
ら
音
声
言
語
に
よ
る
情
報
を
得
て
い
た
た
め
、
地
震
津
波
到
達
点
に
記
念
碑
が
設

置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
理
解
に
世
代
間
格
差
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
は
、
音
声
言
語
に
よ
る
語
り
、
即

ち
伝
承
が
欠
落
し
た
た
め
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
（
第
三
節
）
。

第
六
章
は
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
の
石
材
と
そ
の
分
布
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
。
記
念
碑
に
は
文
字
を
刻
ん
だ
石
材
業
者
の
名
が
記
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さ
れ
て
お
り
、
石
巻
市
の
住
所
が
多
い
こ
と
、
同
市
は
井
内
石
と
呼
ば
れ
る
銘
石
の
産
地
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
第
一
節
）
。
ま
た
、
岩
手
県

・
宮
城
県
内
の
津
波
記
念
碑
に
お
け
る
井
内
石
の
使
用
状
況
を
示
し
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
で
は
そ
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
（
第
二
節
）
。
さ
ら
に
石
材
業
者
に
臨
地
面
接
調
査
を
行
い
、
記
念
碑
製
作
の
伝
承
が
な
い
こ
と
を
述
べ
（
第
三
節
）
、
岩
手
県
の
碑

文
の
分
布
か
ら
、
目
的
別
に
そ
の
石
材
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
四
節
）
。
記
念
碑
製
作
に
お
い
て
内
容
選
定
の
事
情
が
碑
石
の
石
材
選
定
に

ま
で
影
響
し
、
分
布
に
反
映
し
て
い
る
と
す
る
（
第
五
節
）
。

第
七
章
は
、
津
波
の
方
言
ヨ
タ
と
ヨ
ダ
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
。
ヨ
タ
の
辞
書
的
意
味
を
確
認
し
、
ヨ
タ
は
「
外
洋
か
ら
の
大
き
な
う
ね
り
」

を
意
味
し
、
大
阪
府
か
ら
岩
手
県
に
か
け
て
分
布
し
て
い
た
と
す
る
（
第
一
節
）
。
ま
た
現
代
に
お
け
る
ヨ
タ
の
分
布
に
つ
い
て
述
べ
る
（
第
二
節
）
。

さ
ら
に
三
陸
地
方
に
お
け
る
ヨ
ダ
に
つ
い
て
、
ツ
ナ
ミ
と
の
意
義
の
弁
別
に
つ
い
て
述
べ
る
（
第
三
節
）
。
さ
ら
に
ツ
ナ
ミ
の
全
国
分
布
に
つ
い
て

も
確
認
す
る
（
第
四
節
）
。
方
言
語
形
は
、
文
字
言
語
に
よ
る
習
得
で
は
な
く
、
音
声
言
語
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
る
と
し
、
文
字
言
語
に
よ
る
場
合

よ
り
、
意
味
の
解
釈
に
お
い
て
個
人
の
理
解
が
自
由
な
部
分
が
多
い
と
い
う
点
も
音
声
言
語
の
特
徴
と
す
る
。
ヨ
タ
に
つ
い
て
は
局
所
的
に
音
声
言

語
に
よ
っ
て
意
味
が
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
ヨ
ダ
は
新
語
形
ツ
ナ
ミ
の
侵
入
に
よ
っ
て
意
味
の
分
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
も
音
声
言
語
で
あ
っ
た
と
い

う
要
素
が
大
き
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
五
節
）
。

第
八
章
は
、
全
国
の
地
震
津
波
記
念
碑
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
。
宮
崎
県
外
所
地
震
供
養
碑
（
第
一
節
）
、
高
知
県
宿
毛
市

（
は
い
た
か
）
神

覃鳥

社
の
地
震
津
波
記
念
碑
（
第
二
節
）
、
高
知
県
黒
潮
町
加
茂
神
社
の
地
震
津
波
記
念
碑
（
第
三
節
）
、
須
崎
市
野
見
漁
港
の
地
震
津
波
記
念
碑
に
つ

い
て
そ
の
特
徴
を
論
じ
る
（
第
四
節
）
。
高
知
県
西
部
の
地
震
津
波
記
念
碑
に
は
、
教
訓
型
に
分
類
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
し
、
①
視
覚
的
に
波
高

を
示
す
も
の
、
②
予
兆
と
な
る
現
象
を
示
す
も
の
、
③
発
災
状
況
と
そ
の
後
の
復
旧
を
示
す
も
の
が
あ
り
、
①
が
感
覚
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
た
め
、

訴
求
力
は
大
き
い
と
す
る
。｢

防
災
に
と
っ
て
の
文
字
言
語
に
よ
る
言
語
表
現
は
、
簡
潔
な
も
の
と
し
、
視
覚
情
報
と
組
合
せ
る
こ
と
で
、
情
報
量

を
最
低
限
に
抑
え
る
工
夫
に
よ
り
、
音
声
言
語
に
よ
る
伝
承
を
必
須
と
し
な
い
伝
承
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た｣

と
す
る
（
第
五

節
）
。

結
論
で
は
、
地
震
学
者
今
村
明
恒
の
構
想
し
た
地
震
津
波
記
念
碑
に
は
文
字
言
語
と
し
て
の
教
訓
を
後
世
に
伝
え
、
防
災
の
上
で
の
機
能
を
有
し
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て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
文
字
言
語
で
表
現
さ
れ
た
こ
と
以
外
の
情
報
は
、
た
と
え
津
波
到
達
点
に
設
置
さ
れ
た
と
い
う
重
要
な
も

の
で
あ
っ
て
も
音
声
言
語
に
よ
る
伝
承
と
融
合
し
な
け
れ
ば
、
世
代
を
越
え
て
機
能
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
社
会
言
語
学
の
各
分
野
に
わ

た
る
方
法
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
た
す
る
。

＊

【
講
評
】

本
論
文
は
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
に
つ
い
て
主
に
社
会
言
語
学
的
な
観
点
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
大
半
が
平
成
二
十

三
年
の
東
日
本
大
震
災
以
前
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
回
学
位
論
文
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
意
味
は
大
き
い
と
言
え
る
。
平
成
十
五
年
か
ら

二
十
一
年
に
か
け
て
、
精
力
的
に
臨
地
面
接
調
査
を
実
施
し
た
デ
ー
タ
が
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

第
一
章
で
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
の
発
生
と
人
的
被
害
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
述
べ
、
第
二
章
で
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
の
形
式
に

つ
い
て
述
べ
る
。
慰
霊
、
教
訓
、
復
興
祈
念
と
い
う
三
つ
の
形
式
に
分
け
て
述
べ
、
そ
の
言
語
表
現
上
の
特
色
を
述
べ
る
の
は
、
意
味
の
あ
る
こ
と

で
あ
る
。

第
三
章
で
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
の
設
置
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
、
第
四
章
で
は
今
村
明
恒
の
関
与
に
つ
い
て
述
べ
る
。
今
村
は
音
声
言

語
を
信
用
せ
ず
文
字
言
語
に
よ
る
伝
承
こ
そ
が
、
地
震
津
波
防
災
に
と
っ
て
最
適
の
方
法
で
あ
り
、
そ
の
手
段
を
用
い
る
こ
と
を
選
択
し
た
と
す
る
。

た
だ
し
、
今
村
が
音
声
言
語
を
信
用
し
て
い
な
い
と
い
う
の
は
や
や
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
五
章
は
、
地
震
津
波
記
念
碑
の
設
置
位
置
の
認
識
と
碑
文
内
容
の
理
解
度
に
つ
い
て
、
聞
き
取
り
調
査
を
基
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
津
波
記
念

碑
の
有
効
性
を
考
え
る
上
で
も
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
。
設
置
場
所
に
つ
い
て
の
理
解
度
が
七
十
代
以
上
と
六
十
代
以
下
で
異
な
り
、
そ
こ
に
音
声

言
語
に
よ
る
語
り
、
即
ち
伝
承
が
欠
落
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
指
摘
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
の
年
齢
は
論
文
初
出
時
の
も
の

で
あ
る
こ
と
は
断
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
六
章
は
、
昭
和
八
年
三
陸
地
震
津
波
記
念
碑
の
石
材
と
そ
の
分
布
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
特
に
井
内
石
に
つ
い
て
の
記
述
は
極
め
て
興
味

深
い
。
こ
こ
で
も
石
材
業
者
へ
の
聞
き
取
り
は
有
効
で
あ
る
。
石
材
業
者
に
は
記
念
碑
製
作
の
伝
承
が
な
い
と
し
、
音
声
言
語
に
よ
る
伝
承
が
欠
落
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し
て
い
た
と
す
る
が
、
そ
の
伝
承
は
音
声
言
語
の
み
と
も
限
ら
な
い
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
七
章
は
、
津
波
の
方
言
に
関
す
る
考
察
で
、
ヨ
タ
・
ヨ
ダ
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
。
特
に
岩
手
県
三
陸
沿
岸
部
で
ヨ
ダ
を
用
い
て
い
た
が
、
新

語
形
ツ
ナ
ミ
が
侵
入
し
て
も
両
語
形
を
併
存
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
す
る
見
解
は
首
肯
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ヨ
タ
・
ヨ
ダ
、
ツ
ナ
ミ

の
歴
史
的
に
見
た
用
例
の
考
証
を
充
実
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

第
八
章
は
宮
崎
県
外
所
地
震
供
養
碑
、
高
知
県
西
部
の
記
念
碑
三
碑
に
つ
い
て
の
考
察
で
有
益
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
第
八
章
は
「
全
国
の
地

震
津
波
記
念
碑
」
で
あ
る
の
で
、
全
国
の
津
波
記
念
碑
の
現
況
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
い
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

本
論
文
は
、
「
地
震
津
波
記
念
碑
に
つ
い
て
文
字
言
語
で
表
現
さ
れ
た
こ
と
以
外
の
情
報
は
、
た
と
え
津
波
到
達
点
に
設
置
さ
れ
た
と
い
う
重
要

な
も
の
で
あ
っ
て
も
音
声
言
語
に
よ
る
伝
承
と
融
合
し
な
け
れ
ば
、
世
代
を
越
え
て
機
能
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
社
会
言
語
学
の
各
分
野

に
わ
た
る
方
法
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
た
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
津
波
記
念
碑
の
機
能
に
文
字
言
語
の
み
な
ら
ず
音
声
言
語
に
よ
る
伝
承
も
重
要

と
す
る
本
論
文
の
主
張
は
肯
わ
れ
る
べ
き
見
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、
音
声
言
語
の
み
な
ら
ず
様
々
な
伝
承
の
か
た
ち
が
あ
る
こ
と
も
押
さ
え
て
お
き

た
い
。
論
文
の
最
後
に
、
東
日
本
大
震
災
の
教
訓
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
の
釜
石
市
の
取
組
を
紹
介
し
、｢

こ
う
し
た
取
組
つ
い
て
も
研
究
対
象
と

し
て
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い｣

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
更
な
る
研
究
の
進
展
に
期
待
し
た
い
。

本
論
文
は
、
総
合
的
に
判
断
し
て
、
博
士(

文
学)

論
文
に
値
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上






